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介護保険
の財減

６５歳以上の人
（第１号被保険
者）の保険料

２３．０％

６５歳以上の人
（第１号被保険
者）の保険料

２３．０％

４０歳以上６５歳
未満の人（第２号
被保険者）の保
険料

２７．０％

４０歳以上６５歳
未満の人（第２号
被保険者）の保
険料

２７．０％

市町村の
負担金
１２．５％

市町村の
負担金
１２．５％

都道府県
の負担金
１２．５％

都道府県
の負担金
１２．５％

国の負
担金
２５．０％

国の負
担金
２５．０％

　６５歳以上の方の介護保険料は、市区町村（保険者）によって決められた基準額をもとに、低所

得者の人に過重な負担とならないよう、所得段階別の保険料が決められます。

介護保険料の決まり方

あなたの保険料は？

▲

生活保護を受けている

住民税を納めている（本人が住民税課税）

同じ世帯に住民税を納めている人がいる

老齢福祉年金を受けている

本人の前年の合計所得金額
+公的年金等収入額が
８０万円以下

本人の前年の合計所得金額
+公的年金等収入額が
１２０万円以下

本人の前年の合計所得金額
+公的年金等収入額が
８０万円以下

前年の合計所得金額

が１２０万円以上

前年の合計所得金額

が２００万円以上

前年の合計所得金額

が３００万円以上

第１段階
基準額×0.45

年額33,915円

生活保護被
保護者、世
帯全員が住
民税非課税
の老齢福祉
年金受給者、
世帯全員が
住民税非課
税かつ本人
の前年の合
計所得金額
＋公的年金
等収入額が
80万円以下
の人

第２段階
基準額×0.75

年額56,525円

世帯全員が住

民税非課税か

つ本人の前年

の合計所得金

額＋公的年金

等収入額が80

万円を超え120

万円以下の人

第３段階
基準額×0.75

年額56,525円

世帯全員が住

民税非課税か

つ本人の前年

の合計所得金

額＋公的年金

等収入額が120

万円を超える

人

第４段階
基準額×0.90

年額67,830円

本人が住民税

非課税の人（世

帯内に住民税

課税者がいる）

かつ本人の前

年の合計所得

金額＋公的年

金等収入額が

80万円以下の

人

第６段階
基準額×1.20

年額90,440円

本人が住民税

課税かつ合計

所得金額が120

万円未満の人

第７段階
基準額×1.30

年額97,977円

本人が住民税

課税かつ合計

所得金額が120

万円以上200万

円未満の人

第８段階
基準額×1.50

年額113,050円

本人が住民税

課税かつ合計

所得金額が

200万円以上

300万円未満

の人

第９段階
基準額×1.70

年額128,123円

本人が住民税

課税かつ合計

所得金額が

300万円以上

の人

第５段階
基準額

年額75,367円

本人が住民税非課税の人（世帯内に住

民税課税者がいる）かつ第４段階以外

の人

※保険料は前年の所得をもとに算定されますので、

　正しい所得の申告をしましょう。

※現在、第２・第３段階の

　保険料は同額ですが、

　平成３１年度以降、政令

　などの改正により、今

　後変更があり得るもの

　です。

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

問　

子
育
て
長
寿
支
援
課
　

長
寿
支
援
班　

☎
３２
・
３
０
４
２

いいえ

どこに該当するか

　確認してみるっぺん

 

０１ 総務課　人事秘書班（象潟庁舎）☎４３−３２００にかほ市臨時職員等募集 問

税務課　市民国保税班（象潟庁舎）☎４３−７５０５

所得および課税証明書の発行について

問 税務課　資産税班（象潟庁舎）☎４３−７５０５問

軽自動車税の納期のお知らせ０４

スポーツ振興課☎３３−８８５５チャレンジデー２０１８対戦相手決定 問０５

０３

対 　 象　にかほ市に居住する方（障がい者手帳な

　　　　　どをお持ちの方も申し込みできます）

雇用期間　①…５月１日〜１０月３１日（更新なし）

　　　　　②③④…５月１日〜９月３０日（更新も可）

添付書類　必要資格などがある場合は、免許証や資

　　　　　格証の写しを添付

　次の対象年齢の方は、市で実施している「子宮頸がん検診婦人科超音波検診」および

「乳がん検診」を由利本荘市医療機関でも受診できます。

　受診の際は、「受診券」が必要ですので、各保健センターへお申し込みください。

　検診期間　平成３０年６月１日㈮〜３１年１月３１日㈭

応募方法　総務課人事秘書班、金浦市民ＳＣ、市民

　　　　　課市民サービス班（仁賀保庁舎）に備え

　　　　　付けの指定用紙により応募

応募期限　４月２３日㈪　午後５時まで

採用方法　◆１次…書類選考（選考後、面接日を連絡）

　　　　　◆２次…面接（担当課で実施）

サービスセンター

０２ 個別医療機関方式のお知らせ〜子宮頸がん婦人科超音波検診・乳がん検診〜

問

職　種

市有地環境

整備作業員

道路排水路等

維持管理作業員

学 校 生 活 ・

学習サポート

医  療  事  務

人数

２人

１人

１人

１人

№

①

②

③

④

　　勤務地（担当課）

市内の市有地

（総務課☎４３−３２００）

市内道路排水路等

（建設課☎３８−４３０６）

市内各小中学校

（学校教育課☎３８−２２６６）

小出・院内診療所

（小出診療所☎３６−２１２４）

賃金／日額

７，２００円

８，２４０円

６，０００円

５，９５０円

勤務形態

週５日程度

週５日程度

週５日程度

週５日程度

勤務時間

午前８時３０分〜

午後５時１５分　

午前８時３０分〜

午後５時１５分　

午前８時００分〜

午後２時４５分　

午前８時３０分〜

午後５時１５分　

保険

社保

雇用

社保

雇用

社保

雇用

社保

雇用

　　　必要資格など

普通自動車運転免許

草刈機操作のできる方

大型特殊運転免許

草刈機操作のできる方

学習指導経験者が望ましい

※教員免許の有無は問わない

医療事務の資格

仁賀保保健センター☎３２−３０００／金浦保健センター☎３８−４２００／象潟保健センター☎４３−７５０１

▽

▽
▽

検　　　　診

対　象　年　齢

検　診　内　容

検　診　料　金

対象医療機関

　　子宮頸がん、婦人科超音波検診

今年度２０歳〜４０歳

問診、子宮細胞検診、経膣超音波検査、

ＨＰＶ検査

１，８００円

※３０〜３４歳の方は５００円

※ＨＰＶ検査別途８００円

由利組合総合病院、佐藤病院、

本荘第一病院、佐々木産婦人科医院、

しぶやこまちクリニック

　　　　　　乳がん検診

今年度４０歳〜６８歳（偶数年齢の方）

問診、マンモグラフィ検査（Ｘ線撮影）

１方向…１，２００円（５０・６０代）、

２方向…２，０００円（４０代）

※４０・４２・４４歳の方は７００円

由利組合総合病院、佐藤病院、

本荘第一病院

　平成３０年度（平成２９年分）の所得および課税証

明書の発行開始は６月８日㈮を予定しています。

　お子さまのご入学に際して、ご家族の方の平成２９

年分所得などが確認できる書類を求められる場合は

「確定申告書の控え」や「源泉徴収票」で代用可能

か提出先への確認をお願いします。

　スポーツを通じて健康に対する意識を高め、体を

動かすきっかけをつくり、健康で楽しい生活をおく

りましょう！

５月１日は軽自動車税の納期限です
　納め忘れがないよう、期限まで納付してください。

納付が遅れると、督促手数料と延滞金が発生します。

　なお、４月１日現在で軽自動車を所有していて、

納税通知が届いていない方はご連絡ください。

※業務内容の詳細については担当課へ直接お問い合わせください。

　開催期日　５月３０日㈬

　対戦相手　北海道美唄市

みんなで参加
　　するっぺん！

行政情報チャンネル

びばい


